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第３４７回（平成３０年９月）三田市議会定例会提出議案件名一覧表（追加議案） 

議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 １ 号 

 

 

平成２９年度三田市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 

財 政 課 

 

・歳入総額       ３７，１３９，５４７千円 

・歳出総額       ３６，６１０，４８０千円 

・歳入歳出差引額       ５２９，０６７千円 

・実質収支額         ４０８，９８１千円 

・翌年度へ繰越すべき財源   １２０，０８６千円 

 

認 定 第 ２ 号 

 

平成２９年度三田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

財 政 課 

 

・歳入総額       １１，２６９，７０１千円 

・歳出総額       １１，０５２，９６９千円 

・歳入歳出差引額       ２１６，７３２千円 

・実質収支額         ２１６，７３２千円 

 

認 定 第 ３ 号 

 

平成２９年度三田市農業共済事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

財 政 課 

 

・歳入総額          １６８，６７９千円 

・歳出総額           ８９，３６２千円 

・歳入歳出差引額        ７９，３１７千円 

・実質収支額          ７９，３１７千円 

 

認 定 第 ４ 号 

 

平成２９年度三田市公営墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

財 政 課 

 

・歳入総額           １６，０１４千円 

・歳出総額           １６，０１４千円 

・歳入歳出差引額             ０千円 

・実質収支額               ０千円 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 ５ 号 

 

平成２９年度三田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

財 政 課 

 

・歳入総額          １１４，１９２千円 

・歳出総額          １１４，１９２千円 

・歳入歳出差引額             ０千円 

・実質収支額               ０千円 

 

認 定 第 ６ 号 

 

 

平成２９年度三田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

財 政 課 

 

・歳入総額        ６，７３４，７１１千円 

・歳出総額        ６，５６８，１５７千円 

・歳入歳出差引額       １６６，５５４千円 

・実質収支額         １６６，５５４千円 

認 定 第 ７ 号 
平成２９年度三田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

財 政 課 

 

・歳入総額        ２，０５５，７５０千円 

・歳出総額        ２，０２２，０８２千円 

・歳入歳出差引額        ３３，６６８千円 

・実質収支額          ３３，６６８千円 

 

認 定 第 ８ 号 

 

 

平成２９年度三田市民病院事業会計決算認定について 

 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ８，９９７，９２９，４８４円 

費用  ８，９４９，１９１，４１９円 

４８，７３８，０６５円 

（資本的収支） 

収入  １，００３，９０７，９２６円 

支出  １，４５５，５６０，５０４円 

△４５１，６５２，５７８円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額４５１，６５２，５７８円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７１７，４４９

円、当年度分損益勘定留保資金等４５０，９３５，１２９円で補てん

した。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 ９ 号 

 

 

平成２９年度三田市水道事業会計決算認定について 

 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，９５５，４９０，０３８円 

費用  ２，３５６，５１０，９３５円 

５９８，９７９，１０３円 

（資本的収支） 

収入  １，６２９，３００，２６３円 

支出  ２，６４３，３６６，１７９円 

△１，０１４，０６５，９１６円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額１，０１４，０６５，９１

６円は、減債積立金取崩額５７，８２１，４４２円及び当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額２４，２６７，９０３円並びに過

年度分損益勘定留保資金９２９，２２１，０４４円及び当年度分損益

勘定留保資金２，７５５，５２７円で補てんした。 

 

認定第１０号 

 

 

平成２９年度三田市下水道事業会計決算認定について 

 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，９４３，０６２，９７４円 

費用  ２，８８１，６０６，８８７円 

６１，４５６，０８７円 

（資本的収支） 

収入    ６１３，８１８，８９３円 

支出  １，２５６，７０９，０３５円 

△６４２，８９０，１４２円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額６４２，８９０，１４２円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０，７２８，

３０６円、過年度分損益勘定留保資金３１，１６０，６７７円、当年

度分損益勘定留保資金５９６，７０１，１５９円及び繰越工事資金４，

３００，０００円で補てんした。 

 

議案第７６号 

 

平成２９年度三田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

財 政 課 

 

平成２９年度三田市水道事業会計未処分利益剰余金を処分するに当た

り、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求め

るもの。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第７７号 

 

平成２９年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

財 政 課 

 

平成２９年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金を処分するに当

たり、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求

めるもの。 

 

議案第７８号 

 

三田市行政監察員の選任につき同意を求めることについて 

 

人 事 課 

 

平成３０年９月３０日付をもって、三田市行政監察員 内橋 一郎氏

の契約期間が満了するので、後任行政監察員を選任するに当たり、三

田市公益目的通報者保護条例第７条第２項の規定により、議会の同意

を求めるもの。 

 


